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足
達
信
一
税
理
士
事
務
所

時
代
を
拓
く
税
理
士
の
会
は
税

理
士
の
資
格
取
得
の
経
緯
や
専

業
や
兼
業
に
と
ら
わ
れ
ず
税
理

士
業
界
に
貢
献
す
る
目
的
で
設

立
さ
れ
た
団
体
で
す
。

（1）

　

午
後
六
時
か
ら
開
催
さ
れ
た
常
任
役
員
会
で
は
、
鎌
田
会
長

の
挨
拶
に
引
続
き
、
３
ペ
ー
ジ
記
載
の
議
題
が
審
議
さ
れ
た
な

か
で
、
本
年
12
月
８
日
に
投
票
が
予
定
さ
れ
て
い
る
東
京
税
理

士
会
役
員
選
挙
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
審
議
が
さ
れ
た
。

こ
れ
は
昨
年
六
月
の
東
京
税
理
士
会
総
会
に
お
い
て
役
員
選
挙

規
則
が
改
正
さ
れ
、
選
挙
期
日
が
「
役
員
の
任
期
が
満
了
す
る

前
年
の
12
月
10
日
ま
で
に
行
う
」
と
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

　

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
、
四
月
に
役
員
総
会
を
開
催

し
て
、
支
援
対
策
会
議
の
設
置
を
決
議
す
る
と
と
も
に
、
支
援

対
策
会
議
議
長
を
選
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
支
援
対
策
会
議
の

設
置
が
決
起
さ
れ
れ
ば
、
各
支
部
に
対
し
支
援
対
策
会
議
委
員

の
推
薦
依
頼
を
行
い
、
五
月
に
は
第
一
回
支
援
対
策
会
議
が
開

催
さ
れ
、
拓
く
会
の
政
策
基
準
・
候
補
者
の
推
薦
基
準
が
審
議

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
本
会
及
び
各
支
部
の
総
会
が
終

了
し
た
時
期
を
見
計
ら
っ
て
候
補
者
の
具
体
的
な
推
薦
作
業
に

入
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

今
回
の
選
挙
は
、
選
挙
規
則
の
改
正
に
よ
り
選
挙
運
動
の
規

程
も
大
幅
に
見
直
さ
れ
て
お
り
、
選
挙
期
間
中
に
本
会
及
び
支

部
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
等
の
点
で
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

Fax

　

金
子
秀
夫
当
会
前
会
長
が
、
平
成
22
年
３
月
３
日
韓
国
の
第

四
十
四
回
納
税
者
の
日
を
迎
え
て
、
大
韓
民
国
と
日
本
間
の
国

税
行
政
の
協
力
増
進
に
寄
与
し
た
と
し
て
、
韓
国
国
税
庁
白
容

鎬
（
ペ
ク
ヨ
ン
ホ
）
長
官
か
ら
感
謝
牌
が
授
与
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
同
氏
の
こ
れ
ま
で
の
付
加
価
値
税
の
研
究
及
び
税
務

行
政
の
適
正
手
続
き
に
に
関
す
る
著
書
等
が
評
価
さ
れ
た
も
の

で
、
３
月
18
日
の
東
京
税
理
士
会
理
事
会
前
の
時
間
に
韓
国
大

使
館
崔
参
事
官
か
ら
金
子
前
会
長
に
手
渡
さ
れ
た
。

 

台
北
市
記
帳
士

       

職
業
工
会
総
会
出
席

　

東
京
税
理
士
会
豊
島
支
部
（
支
部
長
我
妻

憲
利
拓
く
会
会
員
）
役
員
一
行
は
、
２
月
26

日
に
開
催
さ
れ
た
同
会
総
会
に
来
賓
と
し
て

出
席
大
歓
迎
を
受
け
た
。
同
会
と
豊
島
支
部

と
は
十
年
前
か
ら
交
流
を
続
け
て
お
り
、
台

湾
の
職
業
会
計
人
の
資
格
の
法
制
化
の
た
め

協
力
を
続
け
て
い
る
。
現
在
、
台
北
市
会
と

日
本
と
の
交
流
の
窓
口
は
豊
島
支
部
だ
け
で

あ
り
、
貴
重
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
台
湾

で
は
税
務
師
の
名
称
に
対
す
る
公
認
会
計
士

の
反
対
が
強
く
「
記
帳
士
」
の
名
称
で
法
制

化
さ
れ
て
い
る
。

 

金
子
秀
夫
拓
く
会
前
会
長

   

韓
国
国
税
庁
長
か
ら
感
謝
牌
授
与

　

平
成
22
年
２
月
23
日
東
京
税
理
士
会
館
で
開
催
さ
れ

た
常
任
役
員
会
で
各
部
の
事
業
計
画
が
承
認
さ
れ
る
と

と
も
に
、
本
年
末
に
お
こ
な
わ
れ
る
、
東
京
税
理
士
会

役
員
選
挙
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
確
認
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
選
挙
態
勢
作
り
に
向
け
た
活
動
が
ス

タ
ー
ト
し
た
。

あいさつする崔参事官

感　謝　牌
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平
成
22
年
１
月
28
日
に
「
時
代
を
拓
く
税
理

士
の
会
」
の
研
修
会
が
東
京
税
理
士
会
の
認
定

研
修
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
会
は
、
青
山
学
院
大
学
・
会
計

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
科
教
授
の
佐
藤
正
勝
先
生

を
お
招
き
し
「
外
国
法
人
及
び
非
居
住
者
の
税

務
」
を
テ
ー
マ
に
、
３
時
間
の
ご
講
義
を
頂
き

ま
し
た
。

　

い
わ
ゆ
る｢

国
際
課
税｣

と
い
う
分
野
は
、

日
常
業
務
に
お
い
て
は
な
か
な
か
触
れ
る
こ
と

の
な
い
分
野
な
の
で
、
初
め
の
う
ち
は
耳
慣
れ

な
い
用
語
に
戸
惑
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
佐
藤

先
生
独
特
の
語
り
口
や
、
図
入
り
の
テ
キ
ス
ト

を
使
用
し
た
大
変
分
か
り
や
す
い
解
説
に
よ
り
、

次
第
に
全
体
像
が
つ
か
め
て
き
た
の
に
は
自
分

で
も
驚
き
で
し
た
。
特
に
非
居
住
者
に
対
す
る

課
税
関
係
の
概
要
を
示
し
た
佐
藤
先
生
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
「
黒
白
表
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題

に
対
処
す
る
に
は
必
携
の
も
の
だ
と
感
じ
ま
し

た
。
そ
し
て
講
義
の
最
後
に
は
、
今
後
課
題
と

な
る
と
思
わ
れ
る
電
子
商
取
引
・
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
取
引
等
の
課
税
問
題
の
展
望
や
、
今
日
の

　

部
会
は
、
平
成
21
年
12
月
18
日
・
日
税
連
理

事
会
の
当
日
、
開
催
時
間
前
に
、
山
川
会
長
他

21
名
の
出
席
で
実
施
し
た
。

　

こ
の
日
は
、
理
事
会
で
報
告
さ
れ
る
「
税
理

士
法
改
正
Ｐ
Ｔ
」
の
タ
タ
キ
台
の
事
前
勉
強
会

で
、
神
津
副
会
長
か
ら
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
た
。

　

東
京
会
と
し
て
ど
の
よ
う
な
質
問
を
す
る
か

な
ど
検
討
し
た
。

　

理
事
会
で
は
こ
の
タ
タ
キ
台
の
内
容
や
こ
れ

か
ら
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
の
報
告
で
議
論
は
し

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
要
望

と
し
て
全
国
の
会
員
か
ら
の
意
見
を
ど
の
よ
う

に
集
め
、
タ
タ
キ
台
に
な
い
意
見
で
も
取
り
上

げ
て
も
ら
え
る
か
、
今
後
も
Ｐ
Ｔ
で
意
見
集
約

を
す
る
の
か
等
の
発
言
を
す
る
こ
と
と
し
、
後

は
各
人
自
由
の
立
場
で
発
言
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

こ
の
任
期
で
初
め
て
理
事
に
な
っ
た
メ
ン
バ

ー
か
ら
、
今
後
も
理
事
会
の
前
は
検
討
会
を
し

た
ほ
う
が
良
い
と
の
声
が
あ
り
、
次
回
は
３
月

に
開
催
す
る
。

　

平
成
22
年
２
月
９
日
、
東
京
税
理
士
会
館
に

お
い
て
、「
支
部
長
・
理
事
意
見
交
換
会
」
を

開
催
し
た
。
山
川
東
京
税
理
士
会
会
長
を
は
じ

め
、
多
く
の
役
員
、
支
部
長
・
理
事
の
皆
様
に

ご
参
加
い
た
だ
い
た
。　
　
　
　

　

冒
頭
に
神
津
副
会
長
よ
り
税
理
士
法
改
正
に

関
し
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
今
後
の
見
通
し

青山学院大学大学院教授

講師　佐藤　正勝先生

支
部
長
・
理
事
意
見
交
換
会

を
含
め
、
多
方
面
か
ら
大
変
貴
重
な
お
話
を
い

た
だ
い
た
。
そ
の
後
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
参
加

者
全
員
の
紹
介
を
交
え
、
和
や
か
に
交
流
・
懇

親
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
、

本
年
度
よ
り
改
正
さ
れ
る
東
京
会
役
員
選
挙
に

向
け
、
各
支
部
の
選
挙
日
程
等
も
変
わ
る
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
熱
心
に
対
応
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交

換
が
行
わ
れ
て
い
た
。

日
税
連
対
策
部
会

　
　

部 

会 

長石　

田　

通　

野

講
義
内
容
に
関
連
し
た
、
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
事

件
・
武
富
士
事
件
等
の
我
々
に
も
馴
染
み
の
あ

る
事
件
の
新
聞
記
事
を
取
り
上
げ
て
、
研
究
者

の
視
点
か
ら
解
説
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

３
時
間
と
い
う
長
丁
場
の
研
修
会
で
し
た
が
、

興
味
深
い
内
容
と
、
久
々
に
大
学
の
講
義
を
思

い
起
こ
す
よ
う
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
雰
囲
気
に

引
き
込
ま
れ
、
あ
っ
と
い
う
間
の
有
意
義
な
時

間
で
し
た
。

　

今
回
の
研
修
を
受
講
し
て
、「
国
際
課
税
」

の
よ
う
に
日
常
業
務
で
触
れ
な
い
分
野
だ
か
ら

こ
そ
こ
の
よ
う
な
機
会
に
勉
強
し
て
新
た
な
知

識
を
吸
収
し
、
税
理
士
と
し
て
の
感
覚
を
磨
い

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
機
会
を
求
め
て
今
後
も
積
極
的
に
研
修

会
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
「
時
代
を
拓
く
税
理
士
の
会
」

で
は
、
会
員
の
皆
様
に
役
立
つ
よ
う
な
研
修
会

を
企
画
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
企
画
部
福
原
）

拓
く
会
主
催

 
『
認
定
研
修
会
』
開
催
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日
時　

平
成
22
年
２
月
10
日
（
水
）

出
席
者　
　

　
　
　

波
多
野
重
雄　

関
本
和
幸　

平
山
玲　

　
　
　

金
子
秀
夫　
　

溝
江
弘
志　

大
野
功
夫

　
　
　

坂
内
直
治　
　

近
藤　

裕　

関　

福
男

　
　
　

鎌
田
俊
夫　
　

岩
川
作
丕
圖　

　
　
　

増
田
惠
一　
　

足
達
信
一

　

平
成
21
年
９
月
の
「
第
５
回　

定
期
総
会
」

以
降
の
第
６
期
に
お
け
る
拓
く
会
活
動
報
告
を

兼
ね
て「
顧
問
相
談
役
会
」を
開
催
し
た
。

　

冒
頭
、
鎌
田
会
長
よ
り
会
務
報
告
が
行
わ
れ

た
後
、
意
見
交
換
に
入
り
各
顧
問
相
談
役
よ
り

今
後
に
お
け
る
拓
く
会
会
務
方
針
等
に
つ
い
て

活
発
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

特
に
こ
れ
ま
で
の
会
員
増
強
運
動
を
経
た
新

し
い
会
員
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
や
、
日
税
連
会
務

の
在
り
方
等
が
真
剣
に
討
議
さ
れ
、
大
変
有
意

義
な
会
議
で
あ
っ
た
。

　

拓
く
会
の
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
が
、
平
成
21
年
11

月
17
日
飯
能
グ
リ
ー
ン
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
で
開
催

さ
れ
た
。　

■
参
加
者
名

矢
野
忠
美
、
内
藤
信
子
、
鳥
居
勇
、
近
藤
忠
憲
、

平
山
玲　

、
山
下
護
、
須
本
典
夫
、
鈴
木
好
彦
、

大
原
博
史
、
五
味
田
敏
夫
、
北
島
亮
一
、
足
達

信
一
、
伊
藤
謙
信
、
鎌
田
俊
夫
、
南
耕
一
、
澤

登
寛
、
鳩
岡
恒
篤
、
吉
川
裕
一
、
本
橋
喜
久
雄
、

田
川
修
二
、
鶴
澤
章
、
福
原
茂
統
、
雨
田
幸
男
、

渡
邉
文
雄

　

優　

勝　
　

福
原
茂
統　

　

準
優
勝　
　

鳥
居　

勇

　

第
３
位　
　

吉
川
裕
一

　

ベ
ス
グ
ロ　

鶴
澤　

章　
  

グ
ロ
ス
80

　

平
成
21
年
12
月
10
日
拓
く
会
の
忘
年
会
が
京

王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
に
お
い
て
盛
大
に
開
催
さ
れ

た
。

　

来
賓
と
し
て
山
川
東
京
会
会
長
を
は
じ
め
神

津
副
会
長
、
石
田
副
会
長
、
小
林
副
会
長
、
岡

田
副
会
長
が
出
席
さ
れ
た
。
ま
た
税
理
士
会
の

関
係
団
体
の
長
に
も
出
席
い
た
だ
き
、
拓
く
会

の
会
員
も
多
数
参
加
し
た
。

　

最
初
に
鎌
田
会
長
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て

山
川
東
京
会
会
長
よ
り
来
賓
ご
挨
拶
を
い
た
だ

い
た
。
乾
杯
の
後
に
懇
親
会
と
な
り
、
ま
た
多

数
の
来
賓
よ
り
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
、
楽
し
い

一
夜
と
な
っ
た
。

拓
く
会
忘
年
会

『
拓
く
会
』
の
動
き

■
①
平
成
21
年
11
月
17
日

　
『
第
10
回
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
』

　
　

飯
能
グ
リ
ー
ン
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

■
②
平
成
21
年
11
月
26
日

　
『
第
一
回
役
員
総
会
』

・
平
成
21
年
度
顧
問
相
談
役
委
嘱
の
件

　
　

・ 

平
成
21
年
度
参
事
選
任
の
件

　
　

・ 

平
成
21
年
度
幹
事
選
任
の
件

・
第
六
期
に
お
け
る「
拓
く
会
」活
動
の
件

　
　

・
副
会
長
代
位
順
位
の
件

■
③
平
成
21
年
12
月
10
日

　
『
第
四
回
常
任
役
員
会
』

　
　

・
忘
年
会
進
行
の
件

　
　

・
研
修
会
開
催
の
件

　
　

・
顧
問
相
談
役
会
開
催
の
件

　
　

・
各
部
事
業
計
画
作
成
の
件

■
④
平
成
21
年
12
月
10
日

　
『
忘
年
会
』

　
　

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

■
⑤
平
成
22
年
１
月
28
日

　
『
第
五
回
常
任
役
員
会
』

　
　

・
研
修
会
開
催
の
件

・
支
部
長
・
理
事
会
合
同
意
見
交
換
会
の

件

　
　

・
顧
問
相
談
役
会
の
件

　
　

・
各
部
事
業
計
画
の
件

　
　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
件

■
⑥
平
成
22
年
１
月
28
日

　
『
拓
く
会
認
定
研
修
会
』

　
　

テ
ー
マ　
「
外
国
法
人
及
び
非
居
住
者
の

　
　
　
　
　
　

税
務
」

　
　

講　

師　

青
山
学
院
大
学
大
学
院
教
授　

　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
正
勝
先
生

■
⑦
平
成
22
年
２
月
９
日

　
『
支
部
長
・
理
事
会
合
同
意
見
交
換
会
』

■
⑧
平
成
22
年
２
月
10
日

　
『
顧
問
相
談
役
会
』

・
第
六
期
に
お
け
る
「
拓
く
会
」
活
動
報

告

■
⑨
平
成
22
年
２
月
23
日

　
『
第
六
回
常
任
役
員
会
』

　
　

・
研
修
会
開
催
報
告
の
件

・
支
部
長
・
理
事
会
合
同
意
見
交
換
会　

報
告
の
件

　
　

・
顧
問
相
談
役
会
報
告
の
件

　
　

・
各
部
事
業
計
画
承
認
の
件

顧
問
相
談
役
会
開
催

優
勝
者

　

福
原
茂
統
さ
ん



 

拓く会ホームページ　http : //hirakukai.com

（4）

 ・『拓く会』の年会費は 3,000 円です。
 ・郵便振替口座　口座番号　00130-0-648373
　　　　　　　口座名義　時代を拓く税理士の会
 ・普通預金口座　三井住友銀行　新橋支店　
　　　　　　　　口座番号　2008373
　「口座名義」上記と同じ 税理士登録番号記入のこと
　（右記の入会申込書を御記入のうえFax03-3220-2468
　にて本橋財務部長宛までお願いします）

『拓く会』では新たな会員を
募集しています。
またご紹介もお願いします。

 「時代を拓く税理士の会」入会申込書
平成 22 年　　月　　日　　

事務所所在地

支部名　　　　　　　　　登録番号

氏名

電話　　　　　　　　　　  FAX

E-mail

入会案内

（必須）

　

昨
年
12
月
22
日
に
公
表
さ
れ
た
政
府
税
制
改

正
大
綱
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
納
税
者
主
権
の
確

立
へ
向
け
て
」
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
納
税
環
境
の
整
備
が
個
別
税
目
に

先
ん
じ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
も
一
年
以
内

を
目
途
に
結
論
を
出
す
と
さ
れ
て
い
る
。　

　

東
京
税
理
士
会
は
か
ね
て
よ
り
、
国
税
通
則

法
改
正
等
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、

日
税
連
に
提
言
し
て
き
た
。

　

税
理
士
法
第
一
条
に
よ
り
「
申
告
納
税
制
度

の
理
念
に
そ
っ
て
、
納
税
義
務
者
の
信
頼
に
こ

た
え
る
」
と
い
う
使
命
を
お
び
た
税
理
士
が
、

本
問
題
に
つ
い
て
主
体
と
な
っ
て
取
り
組
み
、

政
府
に
提
言
す
べ
き
絶
好
の
環
境
が
整
っ
た
。

①
納
税
者
権
利
憲
章
（
仮
称
）
の
制
定

　

大
綱
に
は
、
国
民
主
権
に
ふ
さ
わ
し
い
税
制

を
構
築
し
て
い
く
た
め
、
納
税
者
の
税
制
上
の

権
利
を
明
確
に
し
、
税
制
へ
の
信
頼
確
保
に
資

す
る
も
の
と
し
て
「
納
税
者
権
利
憲
章
（
仮

称
）」
を
早
急
に
制
定
す
る
。
具
体
的
に
は
更

正
の
請
求
期
間
に
つ
き
課
税
庁
と
納
税
者
の
異

な
り
を
見
直
す
こ
と
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

　

納
税
者
権
利
憲
章
に
つ
い
て
の
姿
勢
は
、
国

税
通
則
法
を
改
正
し
て
、
事
前
手
続
か
ら
事
後

救
済
手
続
き
ま
で
の
終
始
一
貫
を
規
定
す
る
、

文
字
ど
お
り
国
税
の
基
本
法
と
イ
コ
ー
ル
フ
ィ

ッ
テ
ン
グ
に
す
べ
き
で
あ
り
、
単
な
る
メ
ル
ク

マ
ー
ル
（
指
標
）
と
す
べ
き
で
な
い
。

　

峰
崎
副
大
臣
は
「
国
税
通
則
法
の
条
文
と
し

て
納
税
者
権
利
憲
章
が
載
っ
て
く
る
の
か
，
別

の
形
に
な
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
今
年
以
降

検
討
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
。
検
討
の
中
に
税
理
士
会
の
代
表
が
加

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
行
政
官

の
中
に
も
加
わ
っ
た
の
で
期
待
は
大
き
く
膨
ら

む
が
、
税
理
士
会
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

②
国
税
不
服
審
判
所
の
改
革

　

大
綱
で
は
、
国
税
不
服
審
判
所
の
組
織
や
人

事
の
あ
り
方
、
前
置
主
義
、
理
由
附
記
等
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
と
し
て
い
る
。

　

審
判
官
に
税
理
士
等
民
間
を
任
用
す
る
と
の

改
正
が
行
わ
れ
て
三
年
経
過
し
、
実
績
も
評
価

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
年
度
の
任
官
応
募
は

盛
況
と
聞
き
及
び
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
が
、
審

判
所
が
真
の
第
三
者
機
関
に
な
る
に
は
、
現
行

法
ど
お
り
国
税
庁
の
内
部
機
関
と
す
る
か
、
あ

る
い
は
内
閣
府
に
移
し
独
立
機
関
と
す
べ
き
か

も
含
め
検
討
し
た
い
。

拓
く
会
サ
テ
ラ
イ
ト

  
納
税
環
境
の
整
備
と

　
　
　
　

税
理
士
の
役
割　

東
京
税
理
士
会　

副
会
長

　
　
　
　

神　

津　

信　

一

③
社
会
保
障
・
税
共
通
番
号
制
度
導
入

　

菅
財
務
大
臣
は
、
特
に
強
く
納
税
者
番
号
制

度
導
入
に
積
極
的
で
あ
る
。
ま
た
、
大
綱
に
も

社
会
保
障
と
税
制
の
一
体
化
、
社
会
保
障
制
度

の
効
率
化
、
所
得
税
の
公
平
性
の
担
保
の
た
め

に
共
通
番
号
制
度
の
導
入
を
進
め
る
と
あ
る
。

　

自
民
税
調
で
も
長
年
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、

毎
年
「
べ
き
論
」
が
先
行
し
、
実
施
は
先
送
り

と
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
一
気
に
導

入
あ
り
き
と
な
っ
た
。

　

所
得
の
捕
捉
に
は
必
要
不
可
欠
と
の
認
識
の

下
に
、「
国
家
が
国
民
一
人
一
人
の
経
済
活
動

の
全
部
を
把
握
す
る
た
め
。」
な
ら
納
得
で
き

る
が
、「
経
済
活
動
の
み
な
ら
ず
社
保
含
め
て
、

誕
生
か
ら
墓
場
ま
で
の
個
人
の
履
歴
」
と
な
る

と
筆
者
に
は
ま
だ
導
入
に
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。

　

社
保
庁
が
解
体
さ
れ
て
日
本
年
金
機
構
と
な

り
、
さ
ら
に
は
、
国
税
庁
と
合
体
し
て
歳
入
庁

と
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
税
理
士

会
で
の
議
論
は
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し

ろ
大
き
な
社
会
・
経
済
の
転
換
点
で
あ
る
。

　

税
理
士
が
俄
然
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
同
時
期
に
開
始
さ
れ
た
税
理
士
法
改

正
と
規
制
改
革
問
題
、
税
制
改
正
の
方
向
性
が
、

納
税
環
境
整
備
と
三
位
一
体
で
あ
る
。

　

こ
の
短
期
間
で
勝
負
が
つ
き
そ
う
な
大
事
な

時
期
に
は
、
会
の
持
て
る
力
と
英
知
を
フ
ル
動

員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


